
抗原検査キットの送付と自主療養制度の開始

○ 診療が必要な方が適切なタイミングで医師の診療・治療等を受けられるよう、

症状が軽く重症化リスクが低い方(2歳以上59歳以下等)に、抗原キットを送付。

○ 自己検査で陽性の場合は、自主療養登録センターにて登録し、自主療養を行う。

【対象者】

・2～59歳かつ

・基礎疾患がないかつ

・軽症の方

有症状者
①HPで申込 兵庫県

配送事務局

コールセンター

自主療養登録ｾﾝﾀｰ

・自主療養者の登録
・自主療養証明書の発行

②検査キット送付※

③陽性者は結果
をHPで登録申請

新型コロナ健康相談コールセンター等

発熱等
診療・
検査医療
機関

診察
治療

⑥症状悪化時
等は受診

■ 自主療養のスキーム(軽症者等)

④申請受付の通知

⑤症状悪化時の相談

※市町とも連携しながら配布



「自主療養制度」を開始します

➢ 医療機関を受診せずに療養開始

➢ 自主療養を証明する書類を発行

Point

【自主療養の対象者】

2～59歳 かつ 基礎疾患等がない かつ 軽症の方

※症状悪化時は事前に電話連絡の上、発熱診療・検査医療機関を受診してください

１

• 自主療養登録センターにアクセス

• Webフォームに必要事項を記入

２
• 登録完了。自主療養開始

３

•自主療養終了確認。自主療養証明発行
の案内

自己検査等により陽性判明

3STEP

自己検査等により陽性が判明した方について、医師の診断を待たずに自主療養できる仕組みを構築

➢ 健康相談コールセンター等で相談受付



高齢者(65歳以上)

基礎疾患のある方 等

陽性者

発熱等有症状者

陽性者及び有症状者（イメージ）



自主療養登録及び自主療養証明書の発行

配付した検査キット等により陽性の判明時、「自主療養登録センター」に登録し、
申請により「自主療養証明」を発行

自主療養登録センターへの登録 自主療養証明の発行

入力画面
ｲﾒｰｼﾞ

証明書
ｲﾒｰｼﾞ

[登録項目]
○氏名
○生年月日
○住所
○電話番号
○ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
○本人確認書類
○検査ｷｯﾄの画像 等



新型コロナの感染が疑われたら

症状が

ある
場合

高齢者、基礎疾患のある方
発熱外来の受診

【検査で陽性の場合は】

自主療養登録センター
自主療養者の登録、自主療養証明発行

軽症の場合

拡 充

濃厚接触者

不安などで検査を希望

症状が

ない
場合

発熱外来の受診

発熱外来の受診

自宅待機

無料検査所

【症状が出てきたら】

健康相談コールセンター
（078-362-9980又は050-3613-9612）

※子どもの医療電話相談は#8000

【陽性者の同居家族の場合は】

自宅療養者等支援センター


